
２０２０年度徳島県農業会議事業計画

Ⅰ 事業実施方針

本年は「新時代」の農政が本格的に始動する一年であるが、世界中に蔓延した新型コロ

ナウィルス感染症は未だ収束の兆しが見えず、暮らし･健康のみならず経済活動･農業への

影響も懸念される状況が続いている。更に、ＴＰＰ11（平成30年12月30日発効）・日EU・

EPA（平成31年2月1日発効）に加え、日米貿易協定（令和2年1月1日発効）により経済のグ

ローバル化は大きく深化し、農業経営の先行きに不安を与えている。加えて、近年の気候

変動による大型台風の発生、集中豪雨の激甚化やＣＦＳ（豚熱）等、農業･農村を取り巻く

環境は年々厳しさを増している。

また、農業･農村地域では基幹的農業従事者の高齢化の進展や担い手不足は続いており、

新規参入も含めた担い手の育成・確保と小規模農家や家族経営などの多様な農家営農が持

続的に営農できる力強い農業経営を確立することが喫緊の課題となっている。

こうした中、政府は、昨年１２月に「農業生産基盤強化プログラム」を策定し農業の生

産基盤の強化を図るとともに、本年３月には「食料・農業・農村基本計画」を閣議決定し、

向こう１０年の日本の食料・農業・農村の方向付けを明らかにした。

本県においては、「徳島県食料・農林水産業・農山漁村基本計画」の第３期計画に基づ

き、持続可能で競争力のある農林水産業の実現を目指し、社会・経済情勢の変化に適確に

対応した「徳島ならでは」の強みを活かした施策を行うとともに、次代を担う人材の育成

に取り組んでいる。

農業委員会組織は本年７月に全国の６割近い農業委員会が改選期を迎え、本県において

も年内に１９委員会が改選する。

このことから、農業会議は農業委員・農地利用最適化推進委員（以下、農業委員等とい

う。）への適任者の就任と業務の引き継ぎが着実に行われるよう農地利用の最適化をはじめと

する農業委員会業務の点検・確認等を実施する。

また、農業委員会における「人・農地プランの実質化」と「人・農地プランの実行」に

向けた取り組みや農地情報公開システムの活用に向けた支援を行うとともに、農業委員会

組織における綱紀を保持し対外的な信用回復に向けて、適正な農地行政の執行等、農業委

員会業務の法令遵守に則った執行に資する取り組みを強化する。

さらに、農業経営の法人化の推進や新規就農・新規参入等に向けた相談活動の充実、認

定農業者等の担い手に対する経営改善指導の実施、農業一般に関する調査や情報提供活動

を行うとともに、関係機関との連携の強化を図る。

加えて、本県の農業施策がさらに積極的に展開されるよう農業・農村現場の意見をくみ

上げ、農村現場が抱える諸課題を反映させた「徳島県重点農業施策に関する政策提案」を

県に行うとともに、「県農業委員会女性協議会」・「県担い手育成総合支援協議会」・

「県農業法人協会」・「県農業委員会職員協議会」の業務運営も実施する。



Ⅱ 事業計画

１ 会議の開催

農業会議の運営と各種事業の推進を図るため、次の会議を開催する。

（１）総会、理事会

（２）常設審議委員会

（３）農業委員会会長・事務局長会議

（４）農業委員会系統組織活動推進のための諸会議

２ 法令に基づく業務

農地法、農業経営基盤強化促進法、農業振興地域整備法、その他法令に基づく事項につ

いて常設審議委員会で審議・審査し、その意見を答申する。

３ 農政活動事業

農業委員会等を通じて、農業・農村現場の声をくみ上げ集約し、農地等利用最適化推進

施策の改善に関する意見や農政課題に対する政策提案を、県に対して「徳島県重点農業施

策に関する政策提案」として実施する。

４ 機構集積支援事業

農地中間管理事業法の改正により、農業委員会は農地所有者等の意向把握や人・農地プ

ラン等の話し合いに農業委員等が参加し「人・農地プランの実質化」に向けた取り組みを

積極的に推進することが求められていることから、農業会議は農業委員会活動を定量・定

点的に把握する「農地利用最適化活動の進捗状況共有シート」を活用し、これまで以上に

農業委員会における農地利用の最適化活動を支援する。

また、全国農地ナビによる農地台帳の整備・公表及び日常業務における全国農地ナビの

更新を支援し、農地の利用状況調査及び意向調査の計画的な実施に活用できるシステムの

構築に努める。

さらに、改選した農業委員会において新たに就任した農業委員等を対象に濃密的な研修

を行うとともに、適正な農地制度の執行に務めるため、農地の売買・転用事務等の透明性、

公正・公平性の確保について指導を徹底する。

（１）農業委員・農地利用最適化推進委員等の研修の充実

改選した農業委員会の農業委員等に対し、各農業委員会を巡回し、農業委員会制度や

農地の権利移動や転用事務等の基礎的研修を行うとともに、人・農地プランの実質化に

向けた農業委員会活動の理解促進を図るため、ブロック別に研修会を開催する。

また、農業委員会の農地利用の最適化を加速化させるため、具体的な活動事例を交え

た特別研修を実施し、農業委員等の意識改革に努める。

なお、農業委員会職員に対しては、農業委員会全体として効率的かつ効果的な業務推

進が図られるよう徳島県や徳島県農業委員会職員協議会と連携し研修会等を開催する。



（２）農業委員会活動の進捗状況の把握と活動支援

農地中間管理事業法の改正により農業委員等が取り組むべき活動として法令に明記さ

れた「農地所有者等の意向把握」・「集落での話合い活動」の取り組みの進捗状況を定

期的に把握し、担い手への農地の利用集積に向けた農業委員会活動の着実な実施を確認

するため「農地利用最適化活動の進捗状況共有シート」の作成・提出を指示するととも

に、充実した農業委員会活動が実施されるよう農業委員会を巡回し支援活動を行う。

（３）農地情報公開システムの利活用促進

農地情報公開システム（全国農地ナビ）を活用し、経営規模の拡大や新規参入を希望

する担い手等に広く農地情報の発信を行う。

また、農業委員会における農地情報公開システム（フェーズ２システム）の利活用促

進を図るため、全農業委員会を対象に巡回指導を行う。

（４）上乗せ条例未整備の農業委員会の指導

「農地利用最適化交付金」の活用が可能となる報酬条例が未整備の農業委員会に対し、

県とともに巡回指導を実施し、報酬条例の整備と「農地利用最適化交付金」の活用につ

いて強力に働きかけを行う。

（５）調査活動の推進

全国農業会議所が実施する農業構造に関する全国的な基礎調査や、新たな政策提案等

を行うための基礎資料を整備するため、次の調査を実施する。

①田畑売買価格等に関する調査

②農作業料金･農業労賃に関する調査

③政策提案等のための基礎資料整備のための調査

５ 新規就農相談事業

就農希望者の円滑な就農を促進するため、新規就農等に関する相談窓口を設置し、就農

希望者が必要とする情報の収集とその提供、雇用就農希望者と農業経営体等とのマッチン

グ、各種相談への対応等を行う。

６ 受託事業

（１）農業者年金業務指導等事業

農業者年金事業、経営移譲・経営継承の相談など農業者年金基金の行う業務の円滑な

推進を図るため、農業者年金基金の委託を受けて農業委員会に年金業務の指導を行う。

また、年金業務に関連する農地・相続・贈与等の相談活動並びに農業者年金への新規

加入者を確保するため、各市町村に加入推進部長を設置し、戸別訪問の強化を図るとと

もに、特別研修会や巡回指導等を実施することにより農業者年金の必要性について理解

を求める。



（２）農の雇用事業

農業法人等が新規就業者を新たに正社員として雇用し、就農に必要な技術・経営のノ

ウハウ等を習得させるための実践的な研修（ＯＪＴ研修）を支援し、農業分野における

雇用の確保とこれからの農業の担う人材を育成する。

（３）新 シニア世代新規就農研修支援事業

農業大学校や農協等の研修機関が５０代の就農希望者に対して実施する就農に必要な

技術・経営のノウハウ等を習得させるための実践的な研修（ＯＪＴ研修）を支援し、地

域に定着する農業従事者を緊急的に確保する。

（４）情報提供推進事業

農業委員会が組織運動を展開するための情報提供活動の一環として全国農業新聞の普

及・拡張に取り組むとともに、新たな制度等の普及・浸透を図り、農地の利用集積の促

進、担い手の育成・確保を加速化させるため、全国農業図書の普及推進に努める。

また、全国農業図書を農業委員等の資質向上や農業委員会の活動強化にも活用する。

（５）就農促進支援強化事業

新規就農相談センターにおける新規就農希望者に対する就農・就業相談活動を実施す

るとともに、無料職業紹介所の運営体制の整備、ニーズに即した就農生活関連情報の収

集・提供を実施するほか、インターネットを通じた情報提供活動を充実する。

(６)とくしま就農スタート研修事業

本県で新たに農業を始める者が円滑に就農できるようにするため、新規就農者と先進

農家や農業法人等の受入農業経営体とのマッチング等を行う。

また、短期間の雇用を通じた実践研修に取り組む機会を提供し、研修期間中の雇用に

ついて研修費支援を行うことを通して本県における新規就農者の定着促進を図り、地域

農業の担い手を確保する。

（７)阿波市就農スタート研修事業

とくしま就農スタート研修事業で研修を受け、研修終了後、阿波市内で就農を希望し

ている者に対して研修費の上乗せ支援を行い、阿波市における新規就農者の定着促進を

図り、阿波市の農業の担い手の確保に繋げる。

(８)安全安心スマート農業推進事業

県内では毎年、農作業死亡事故が発生しているため、農作業安全講習会を開催し、事

故要因やそれに基づく安全対策について周知徹底を図り、農作業事故を防止する。

また、農業経営体における労災保険への加入及び経営者の特別加入について加入促進

を図る。



（９）新 農業担い手コンシェルジュ事業

農業経営における新たな労働力として期待されている「外国人材・障がい者・アクテ

ィブシニア（以下、外国人材等という。）」等の雇用に関する総合的な相談窓口を設置

するとともに、県内数カ所において外国人材等を求める農業者が気軽に参加できる相談

会を定期的に開催し、農業者と外国人材等とのマッチングを支援する。

また、ＪＡ等が実習実施者となり、農業者との農作業請負契約に基づき行う「農作業

請負方式技能実習制度」の普及を図りＪＡ等の派遣事業者を育成することにより、農業

者の労働不足の解消を図る。

（１０）高次ＧＡＰレベルアップ支援事業

ＪＧＡＰ、ＡＳＩＡＧＡＰ、ＧＬＯＢＡＬＧ.Ａ.Ｐ等の高次元のＧＡＰの認証取得を

目指す「とくしま安２ＧＡＰ農産物認定生産者」等に対し、ＧＡＰの専門家をアドバイ

ザーとして派遣することにより、高次元のＧＡＰへの取り組み及び認証取得を支援する。

また、高次元のＧＡＰの取得に向けて年間を通じて研修会を開催するとともに、ＧＡ

Ｐ取得に向けた農業者等からの問い合わせに対応する相談窓口を開設する。

Ⅲ 情報提供活動の強化

農業委員会組織は、農業者に対して正確な農政情報の提供と農業施策の普及浸透につい

て成果をあげることが期待されている。

このため、①農村現場に農政情報をわかりやすく正確に提供する活動、②農業者や地域

の｢声｣を受け止め農政に反映させる活動、③さらに情報を活用した「人づくり、経営づく

り、地域づくり」に向けて、全国農業新聞並びに全国農業図書を活用した情報提供を行う。

また、各農業委員会の独自情報として「農業委員会だより」の発行支援や、農業会議の

手づくり情報誌「かけはし２１」の発行を通じて農業委員会組織の情報提供活動の一層の

強化を図る。

Ⅳ 付帯業務の実施（農委法第４０条第２項第６号）

２０２０年度事業計画に関連する付帯事業として、次の業務を実施する。

１ 徳島県農業委員会女性協議会の業務運営

２ 徳島県担い手育成総合支援協議会の業務運営

３ 徳島県農業法人協会の業務運営

４ 徳島県農業委員会職員協議会の業務運営

５ NPO法人 徳島県有機農産物認証協会の業務運営

６ 新規就農相談センター 、無料職業紹介所（許可番号：36ﾑ00002）の業務運営

７ 労働保険事務組合の業務運営（農業者のための労災保険窓口）


